
 

上尾市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。  

令和７年３月３１日    

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市規則第２５号  

上尾市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の一部を改正する規

則  

 上尾市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則（平成２９年上尾市規則

第４１号）の一部を次のように改正する。  

 第６条第１項第１号中「別表第１に掲げる単位数」を「介護保険法施行規

則第１４０条の６３の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準

（令和３年厚生労働省告示第７２号。第４号において「基準告示」とい

う。）別表１により算定された単位数」に改め、同項第２号中「別表第２」

を「別表第１」に改め、同項第３号中「別表第３」を「別表第２」に改め、

同項第４号中「別表第４に掲げる単位数」を「基準告示別表２により算定さ

れた単位数」に改め、同項第５号中「別表第５」を「別表第３」に改め、同

項第６号中「別表第６」を「別表第４」に改め、同項第７号中「別表第７」

を「別表第５」に改める。  

 別表第１から別表第５までを次のように改める。  

別表第１（第６条関係）  

 訪問型サービスＡに要する費用の額の算定に係る単位数  

費用区分  単位数  

１  訪問型サービスＡに要する費用（３０分以内）  １８３単位  

２  訪問型サービスＡに要する費用（３１分～６０

分）  

２４７単位  

３  初回加算  ２００単位  

４  訪問型サービスＡに要する費用（３０分以内）  

高齢者虐待防止未実施減算  

１８１単位  

５  訪問型サービスＡに要する費用（３１分～６０

分）  

高齢者虐待防止未実施減算  

２４５単位  

６  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅰ  ４５単位  

７  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅱ  ４１単位  

８  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅲ  ３３単位  

９  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅳ  ２７単位  



１０  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅴ１  ４０単位  

１１  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅴ２  ３８単位  

１２  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅴ３  ３７単位  

１３  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅴ４  ３４単位  

１４  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅴ５  ３４単位  

１５  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅴ６  ３０単位  

１６  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅴ７  ３０単位  

１７  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅴ８  ２９単位  

１８  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅴ９  ２６単位  

１９  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅴ１０  ２５単位  

２０  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅴ１１  ２２単位  

２１  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅴ１２  ２２単位  

２２  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅴ１３  １８単位  

２３  訪問型サービスＡⅠ処遇改善加算Ⅴ１４  １４単位  

２４  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅰ  ６１単位  

２５  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅱ  ５５単位  

２６  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅲ  ４５単位  

２７  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅳ  ３６単位  

２８  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅴ１  ５５単位  

２９  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅴ２  ５１単位  

３０  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅴ３  ４９単位  

３１  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅴ４  ４６単位  

３２  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅴ５  ４５単位  

３３  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅴ６  ４０単位  

３４  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅴ７  ４０単位  

３５  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅴ８  ３９単位  

３６  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅴ９  ３５単位  

３７  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅴ１０  ３４単位  

３８  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅴ１１  ３０単位  

３９  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅴ１２  ２９単位  

４０  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅴ１３  ２５単位  

４１  訪問型サービスＡⅡ処遇改善加算Ⅴ１４  １９単位  

別表第２（第６条関係）  

訪問型サービスＣに要する費用の額の算定に係る単位数  

費用区分  単位数  

１  訪問型サービスＣに要する費用  ７２０単位  

２  
訪問型サービスＣ（短期集中）  

高齢者虐待防止未実施減算  
７１３単位  

３  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅰ  １７６単位  

４  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅱ  １６１単位  

５  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅲ  １３１単位  

６  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅳ  １０４単位  

７  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅴ１  １５９単位  

８  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅴ２  １５０単位  

９  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅴ３  １４４単位  



１０  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅴ４  １３５単位  

１１  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅴ５  １３２単位  

１２  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅴ６  １１７単位  

１３  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅴ７  １１７単位  

１４  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅴ８  １１４単位  

１５  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅴ９  １０２単位  

１６  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅴ１０  １００単位  

１７  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅴ１１  ８７単位  

１８  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅴ１２  ８５単位  

１９  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅴ１３  ７２単位  

２０  訪問型サービスＣ処遇改善加算Ⅴ１４  ５５単位  

別表第３（第６条関係）  

通所型サービスＡに要する費用の額の算定に係る単位数  

費用区分  単位数  

１  通所型サービスＡⅠに要する費用  ３７４単位  

２  通所型サービスＡⅠ  

高齢者虐待防止未実施減算又は業務継続計画未

策定減算  

３７０単位  

３  通所型サービスＡⅠ  

高齢者虐待防止未実施減算及び業務継続計画未

策定減算  

３６７単位  

４  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅰ  

３４単位  

５  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅱ  

３４単位  

６  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅲ  

３０単位  

７  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅳ  

２４単位  

８  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１  

３０単位  

９  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ２  

２８単位  

１０  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ３  

３０単位  

１１  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ４  

２８単位  

１２  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ５  

２４単位  

１３  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ６  

２４単位  

１４  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ７  

２１単位  

１５  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ８  

２６単位  



１６  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ９  

２０単位  

１７  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１０  

１７単位  

１８  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１１  

２０単位  

１９  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１２  

１６単位  

２０  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１３  

１６単位  

２１  通所型サービスＡⅠ（９割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１４  

１２単位  

２２  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅰ  

３４単位  

２３  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅱ  

３４単位  

２４  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅲ  

３０単位  

２５  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅳ  

２４単位  

２６  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１  

３０単位  

２７  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ２  

２８単位  

２８  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ３  

３０単位  

２９  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ４  

２８単位  

３０  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ５  

２４単位  

３１  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ６  

２４単位  

３２  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ７  

２１単位  

３３  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ８  

２６単位  

３４  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ９  

２０単位  

３５  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１０  

１７単位  

３６  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１１  

２０単位  

３７  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１２  

１６単位  

３８  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１３  

１６単位  



３９  通所型サービスＡⅠ（８割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１４  

１２単位  

４０  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅰ  

３４単位  

４１  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅱ  

３４単位  

４２  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅲ  

３０単位  

４３  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅳ  

２４単位  

４４  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１  

３０単位  

４５  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ２  

２８単位  

４６  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ３  

３０単位  

４７  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ４  

２８単位  

４８  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ５  

２４単位  

４９  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ６  

２４単位  

５０  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ７  

２１単位  

５１  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ８  

２６単位  

５２  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ９  

２０単位  

５３  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１０  

１７単位  

５４  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１１  

２０単位  

５５  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１２  

１６単位  

５６  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１３  

１６単位  

５７  通所型サービスＡⅠ（７割）介護職員処遇改善

加算Ⅴ１４  

１２単位  

別表第４（第６条関係）  

 通所型サービスＣに要する費用の額の算定に係る単位数  

費用区分  単位数  

１  通所型サービスＣに要する費用  ４４９単位  

２  通所型サービスＣ（短期集中）  

高齢者虐待防止未実施減算又は業務継続計画未

策定減算  

４４５単位  



３  通所型サービスＣ（短期集中）  

高齢者虐待防止未実施減算及び業務継続計画未

策定減算  

４４０単位  

４  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅰ  ４１単位  

５  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅱ  ４０単位  

６  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅲ  ３６単位  

７  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅳ  ２９単位  

８  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅴ

１  

３６単位  

９  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅴ

２  

３４単位  

１０  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅴ

３  

３５単位  

１１  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅴ

４  

３３単位  

１２  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅴ

５  

２９単位  

１３  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅴ

６  

２８単位  

１４  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅴ

７  

２５単位  

１５  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅴ

８  

３１単位  

１６  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅴ

９  

２４単位  

１７  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅴ

１０  

２０単位  

１８  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅴ

１１  

２４単位  

１９  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅴ

１２  

１９単位  

２０  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅴ

１３  

２０単位  

２１  通所型サービスＣ（短期集中）処遇改善加算Ⅴ

１４  

１５単位  

別表第５（第６条関係）  

 第一号介護予防支援事業に要する費用の額の算定に係る単位数  

費用区分  単位数  

１  介護予防ケアマネジメントⅠ（原則的な介護予

防ケアマネジメント）  

４４２単位  

２  介護予防ケアネジメントⅠ  

高齢者虐待防止措置未実施減算又は業務継続計

画未策定減算  

４３８単位  

３  介護予防ケアネジメントⅠ  

高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計

４３４単位  



画未策定減算  

４  介護予防ケアマネジメントⅡ（簡略化した介護

予防ケアマネジメント）  

３４２単位  

５  介護予防ケアネジメントⅡ  

高齢者虐待防止措置未実施減算又は業務継続計

画未策定減算  

３３８単位  

６  介護予防ケアネジメントⅡ  

高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計

画未策定減算  

３３４単位  

７  介護予防ケアマネジメントⅢ（初回のみの介護

予防ケアマネジメント）  

４４２単位  

８  介護予防ケアネジメントⅢ  

高齢者虐待防止措置未実施減算又は業務継続計

画未策定減算  

４３８単位  

９  介護予防ケアネジメントⅢ  

高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計

画未策定減算  

４３４単位  

１０  初回加算  ３００単位  

１１  委託連携加算  ３００単位  

 備考  

 １  介護予防ケアマネジメント費の算定は、要支援状態区分が要支援１又

は要支援２である者及び事業対象者を対象とする。  

 ２  初回加算については、介護予防ケアマネジメントⅢには加算すること

ができない。  

 ３  委託連携加算については、介護予防ケアマネジメントⅡ及びⅢに加算

することはできない。  

 別表第６及び別表第７を削る。  

 第３号様式を次のように改める。  



第３号様式（第２１条関係） 

介護予防サービス計画作成･介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

    

     区   分 新規 ・ 変更 

被 保 険 者 氏 名 被 保 険 者 番 号 

フリガナ           

 

個 人 番 号 

            

生 年 月 日 

明 ・ 大 ・ 昭    年   月   日 

介護予防サービス計画の作成等を依頼（変更）する介護予防支援事業者 

又は介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する地域包括支援センター 

介護予防支援事業所(地域包括支援センター)名 介護予防支援事業所(地域包括支援センター)の所在地 

 

〒 

 

電話番号 

介護予防支援事業所(地域包括支援センター)番号 
サービス開始（変更）年月日 

(介護予防ケアマネジメント依頼書作成年月日) 

           令和    年     月     日より 

介護予防支援事業所(地域包括支援センター)を変更する場合の事由等 

※介護予防支援事業所(地域包括支援センター)を変更する場合のみ記入してください。 

介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者 
※居宅介護支援事業者が介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを受託する場合のみ記入してください。 

介護予防支援事業所(地域包括支援センター)名 介護予防支援事業所(地域包括支援センター)の所在地 

 
〒 

 

 

電話番号 

事業所番号 

          

(介護予防)小規模多機能型居宅介護の利用開始月における居宅サービス等の利用の有無 

居宅サービス等の利用 □ あり（利用したサービス：                     ） 

□ なし 

※小規模多機能型居宅介護の利用前の居宅サービス(居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護を除く。)及び地域密着

型サービス(認知症対応型共同生活介護(短期利用型を除く。)地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護を除く。)の利用の有無を記入してください。(介護予防を含む。) 

 

（宛先）上尾市長  

上記の介護予防支援事業者または地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成又は介護予防ケアマ

ネジメントを依頼することを届け出ます。 

        年   月   日 

住 所  

被保険者                           

氏 名                  電話番号 

 

 



附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則の施行の際、現に提出されているこの規則による改正前の上尾

市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則第３号様式（次項において

「旧様式」という。）による書類は、この規則による改正後の上尾市介護

予防・日常生活支援総合事業実施規則第３号様式によるものとみなす。  

３  この規則の施行の際、現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これ

に所要の修正を加え、なお使用することができる。  

 


